
令
集
解

の
引
く
孝
子
伝
に

つ
い
て
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黒

田

彰

一

令
集
解
と
孝
子
伝

二

原
谷
の
こ
と
な
ど

三

孟
宗
、
孟
姜
女

平
安
初
期
、
惟
宗
直
本
撰

に
掛
る
養

老
令
注
釈
書
、
令
集
解

の
巻
十
三
賦
役
令

の
注
に
は
、
幾
条
か

の
孝
子
伝
及
び
、
そ
の

関
連
資
料
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
の
内

の
例
え
ば
原
谷
譚
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
陽
明
本
孝
子
伝
と

一
致
し
、
そ
の
日
本

へ
の
伝

来
が
貞
観
以
前
と
考
え
ら
れ
よ
う
こ
と
は
、
先
学
に
よ
っ
て
既

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
小
論
に
お
い
て
は
、
近
時
の
律
令
学

の
進
展
を
踏
ま
え
、
そ
れ
は
さ
ら
に
奈
良
時
代
天
平
以
前

へ
溯

ろ
う
こ
と
等
、
引
用
の
孝
子
伝
及
び
、
関
連
資
料
の
再
検
討
を

試
み
、
孟
宗
、
孟
姜
女
譚
な
ど
の
受
容
相
を
通
じ
て
、
古
代
文

学
の
原
景
を
点
綴
し
よ
う
と
す
る
。



一
、
令
集
解
と
孝
子
伝

令
集

解
は
平
安
時
代
初
期
の
貞
観
年
間

(八
五
九
…
八
七
六
)、

惟
宗
直
本

に
よ

っ
て
撰
述
さ
れ
た
、
養
老
令
の
注
釈
書
で
あ
り
、
先

立

っ
て
天
長
十

(八
三
三
)
年
に
作
ら
れ
た
令
義
解
が
、
養
老
令
に

つ
い
て
の
官
撰
の
注
釈
書

で
あ
る
の
に
対
し
、
私
撰
の
そ
れ
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
専
ら
令
釈

(延
暦
六
ー
十

〈
七
八
七
-
七
九

一
〉

年
間
成

立
の
養
老
令
注
釈
書
)
に
基
づ
く
令
義
解

に
比
し
て
、
「各

条
ご
と
に
ま
ず
義
解
の
説
を
か
か
げ
、
つ
い
で
そ
れ
ま
で
の
諸
注
釈

を
広
く
聚
成
」
(井
上
光
貞
氏

「日
本
律
令

の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
」

日
本
思
想
大
系
3

『律
令
』
解
説
、
岩
波
書
店
、
昭
和
51
年
)
し
た

令
集
解

は
、
資
料
的
に
も
価
値
の
高

い
、
遥
か
に
広
範
な
内
容

に
富

む
。
と

こ
ろ
で
、
令
集
解
巻
十
三
、
賦
役
令
の
注
釈

の
中
に
、
幾
条

か
の
孝
子
伝
及
び
、
孝
子
伝
関
連
文
献

の
引
用
が
見
え
る
。
小
論

に

お
い
て
は
、
そ
の
令
集
解

の
引
く
孝
子
伝
に
つ
い
て
、

一
、
二
の
私

見
を
挿

ん
で
み
た
い
と
思
う
。

我
が
国
に
も
舶
載
さ
れ
た
、
漢
代
以
降

の
中
国
に
お
け
る
所
謂
、

孝
子
伝

に
つ
い
て
は
、
前
漢
、
劉
向
の
撰
と
伝
え
る
孝
子
図

(孝
子

伝
と
も
。
偽
託
か
)
以
下
、
六
朝
末
期
ま
で
に
十
指
に
余
る
種
類

の
、

古
孝
子
伝
の
出
現
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら

は
全
て
散
逸
し
、
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
逸
文
の
形
で
し
か
、
目
下

の

所
、
窺

う
術
が
な
い

(清
、
茆
拌
林
輯

『古
孝
子
伝
』
〈
十
種
古
逸

書
所
収
V
な
ど
、
そ
の
成
果
を
収

め
た
も

の
で
あ
る
)。
中

で
、
例

外
と
言
う
べ
き
は
、
共
に
完
本

の
形
で
我

が
国
に
伝
え
ら
れ
た
二
本

の
孝
子
伝
が
、
奇
跡
的
に
現
存
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
陽
明

文
庫
蔵
、
孝
子
伝
上
下

(以
下
、
陽
明
本

と
呼

ぶ
)
、
も
う

一
つ
は

船
橋
家
旧
蔵
、
現
京
都
大
学
附
属
図
書
館
清
家
文
庫
蔵
、
孝
子
伝
上

下

(以
下
、
船
橋
本
と
呼
ぶ
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
西
野
貞
治
氏
に
よ

れ
ば
、
陽
明
、
船
橋
本
両
孝
子
伝
は
、
文
学
史
的
に

「中
国
本
土
で

古
く
佚
し
た
と
見
え
る
此
等
の
孝
子
伝
の
、
亜
流
と
も
見
做
さ
れ
る

も
の
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
両
本
は

「元
来
同

一
の
系
統

に
属
し
、

陽
明
本
が
よ
り
古
い
型
を
存
」
し
て
い
て
、
船
橋
本
は

「今

一
つ
同

一
系
統
の
も
の
な
が
ら
後

の
改
修
を
経
た

と
思
わ
れ
る

一
本
」
で
あ

ろ
う
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
陽
明
本
の
成
立

時
期
は
、
「六
朝
末
期
」

「
梁
陳
隋
の
間
」
か
と
し
、
「編
者
は
村
夫

子
程
度
の
教
養
の
人
物
」

で
、
「
こ
の
孝
子
伝
に
は
六
朝
末
期

に
北
朝

に
成
立
し
た
孝
子
伝

の

形
態
が
承
襲
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
、

一
方
の
船
橋
本
に

つ
い
て
は
、
そ
の

「改
修

の
時
期
は
中
唐

以
降
」
「北
宋
末
頃
迄

に

成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
」
と
言

い
、
加
え
て
、
船
橋
本

に
は

「陽
明
本
よ
り
も
古

い
型
を
存
す
る
か
と
思
わ
れ
る
部
分
」
が
散
見

し
、
「陽
明
本
と
全
く
同
じ
で
な

い
更
に
古

い
形

の
本

に
よ
つ
た
こ

と
を
偲
ば
せ
る
」
箇
所
も
あ
る
と
さ
れ
て

い
る

(同
氏

「陽
明
本
孝

子
伝
の
性
格
並

に
清
家
本

と
の
関
係

に

つ
い
て
」、
『人
文
研
究
』

7

・
6
、
昭
和
31
年

7
月
)
。
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さ
て
、
我
が
国
に
伝
存
す
る
陽
明
、
船
橋
本
両
孝
子
伝
と
令
集
解

と
の
関

わ
り
、
殊
に
陽
明
本
と
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
早
く
今
野
達

氏
に
よ

る
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
氏
は
、
「古
代

・
中
世

文
学
の
形
成

に
参
与
し
た
古
孝
子
伝
二
種
に
つ
い
て
1
今
昔
物
語
集

以
下
諸
書
所
収
の
中
国
孝
養
説
話
典
拠
考
1
」
(『国
語
国
文
』
27

.

7
、
昭

和
33
年
7
月
)
と
題
す
る
論
攷
に
お
い
て
、
次

の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
た
。

陽

明
本
と
同

一
と
思
わ
れ
る
孝
子
伝

に
関
す
る
現
存
最
古
の
所

見
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
、
貞
観

・
元
慶
の
頃
、
明
法
博
士
惟

宗

直
本
に
よ

っ
て
私
撰
さ
れ
た
令
集
解
巻
十
三
賦
役
令
孝
子
条

の
引
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
令
義
解

の
註

「原
穀
喩
父
迎
祖
」

に

対
す
る
直
本
の
釈
と
し
て
な
さ
れ
た
孝
子
伝
の
引
用
で
あ
る
が
、

そ

の
本
文
は
、
次
の
如
く
陽
明
本
上
巻
所
収
⑥
原
谷
の
話
と
完

全
な

一
致
を
見
る
の
で
あ
る

と
し

て
、
令
集
解
所
引
の
孝
子
伝
と
陽
明
本
と
の
両
本
文
を
掲
出
、

比
較

の
上
、

従

っ
て
、
令
集
解
引
用
孝
子
伝
は
陽
明
本
と
同
系
の
孝
子
伝
と

見

て
間
違
い
な
く
、
か
く
て
、
現
在
有
力
視
さ
れ
て
い
る
貞
観

十
年
以
前
成
立
説
を
と
ら
ず
と
も
、
令
集
解

の
成
立
が
貞
観

.

元
慶

の
間
で
あ
る
事
は
確
か
だ
か
ら
、
陽
明
本
系
孝
子
伝
が
九

世
紀
後
半
既
に
わ
が
国
に
存
在
し
た
事
は
疑
い
な

い

と
結
論

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
今
野
説
の
驥
尾

に
付
い
て
、

令
集
解
の
引
く
孝
子
伝
の
問
題
を
、
今
少

し
詳
細
に
眺
め
て
み
よ
う

と
思
う

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
令
集
解

と
孝
子
伝
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
そ
の
後
、
小
島
憲
之
氏
が

「上
代
官
人
と
外
来
説
話
ー
孝
子

説
話
を
中
心
と
し
て
ー
」

(『日
本
の
説
話

2
古
代
』
所
収
、
東
京
美

術
、
昭
和
48
年
)
を
著
さ
れ

(そ
の
補
訂
さ
れ
た
も
の
が
同
氏

『万

葉
以
前
ー
上
代
び
と
の
表
現
1
』
〈
岩
波

書
店
、
昭
和

61
年
〉
六
章

に
再
録
さ
れ
る
)、
両
者
の
関
わ
り
の
大
要

に
関
し

て
は
、
既
に
そ

の
小
島
論
文
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
小
稿

に
あ

っ
て
は
な
お
、

複
雑
で
聊
か
分
か
り
に
く
い
令
集
解

の
引
用
諸
書
間
の
関
係
に
焦
点

を
当
て
、
近
時

の
律
令
学

の
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
令
集
解

に

引
か
れ
る
孝
子
伝
の
問
題
を
、
再
検
討
し

て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
原
谷
の
こ
と
な
ど

今
野
氏
が
指
摘
さ
れ
た
賦
役
令
、
孝
子
順
孫
条

の
、
「凡
孝
子
、

順
孫
」
に
対
す
る
令
集
解

の
本
文
は
、
次

の
通
り
で
あ
る

(新
訂
増

補
国
史
大
系

に
拠
る
。
小
文
字
の
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
を
私
に
付
す
)
。

　謂
。
高
柴
泣
レ血
三
年
。
顧
悌
絶
レ漿

五
日
之
類
。
孝
子
也
。
原

　
ホ

　

穀
喩
レ
父
迎
レ祖
。
劉
殷
冒
レ雪
獲
レ芹

之
類
。
順
孫
也
。
釈

〔
*

礼
記
日
。
高
子
皐
執
二親
之
喪
の
泣

血
三
年
。
未
二
曾
見
ワ歯
。

　

君
子
以
為
レ難
也
。
呉
書

日
。
顧
悌

父
終
。
水
漿
不
レ入
レ
ロ
五

　

　
ム

日
也
。
孝
子
伝
日
。
云
々
。
在
レ下
。
先
賢
伝
日
、
幽
州
迫
二近

北
狄
刈
其
民
賤
レ老
貴
レ少
。
州
人
原

孝
才
者
。
其
父
及
レ耄
。
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孝
才
悪
レ之
。
欲
レ棄
二
之
於
中
野
の
輿
而
出
。
孝
才
少
子
名
穀
。

歳

初
十
歳
。
因
諌
不
レ能
レ
止
。
穀
涕
泣
日
。
穀
不
レ悲
三
大
人
之

棄

二其
父
4
唯
悲
三
大
人
年
老
。
穀
之
棄
二
于
大
人
の
故
悲
慟

而

　

已
。
孝
才
感
悟
。
亦
輿
而
帰
。
終
為
二
孝
子
一是
也
。
雑
抄
日
、

劉

殷
不
レ
知
二何
許
人
一也
。
而
事
二
三
母

一後
。
召
不
レ仕
。
三
母

　

旅
喪
。
始
乃
応
レ令
公
幹
管
真
位
二三
公
刈
又
殷
祖
母
終
。
冬
月

思

レ芹
。
殷
乃
渉
レ野
不
レ避
レ雪
。
号
呼
尋
覓
。
莫
レ知
二
求
処
司

怱
空
中
止
々
之
声
。
殷
乃
下
視
遂
獲
二
生
芹
の
〕
云
。
高
柴
泣
レ

血

三
年
之
類
。
所
謂
孝
子
也
。
原
穀
喩
レ父
迎
レ祖
。
是
所
謂
順

孫
也
。
穴
云
。
順
孫
是
孝
子

一
同
。
仍
挙
進
耳
。
古
記
云
。
孝

　

子
。
謂
孝
経
序
日
。
顔
回
。
閔
子
騫
。
冉
伯
牛
。
仲
弓
。
性
至

孝
也
。
唯
曾
参
躬
行
二匹
夫
之
孝
4
故
夫
子
告
二
其
誼
司
於
レ是
。

曾
子
喟
然
知
二孝
之
為
ラ
大
也
。
韓
詩
外
伝
日
。
曾
子
日
。
吾
嘗

仕
為
レ吏
。
禄
不
レ過
二鐘
釜
4
尚
猶
欣
々
而
喜
者
。
非
レ以
レ為
レ

多
也
。
楽
二其
養
7親
也
。
親
没
之
後
。
吾
嘗
南
二遊
於
楚
圃
得
二

尊

官
一焉
。
堂
高
九
仞
。
榱
題
三
尺
。
転
レ穀
百
乗
。
然
猶
北
面

　

而
泣
涕
者
。
非
レ為
レ県
也
。
悲
レ不
レ
見
二吾
親
一也
。
格
後
勅
云
。

其
孝
必
須
二生
前
純
至
の
色
養
過
レ人
。
没
後
陪
哀
毀
。
喩
礼
神

け

明
通
感
。
賢
愚
共
傷
。
又
云
。
孝
二
養
貳
親
4
始
終
無
レ怠
。
名

む

表

二州
里
司
行
符
二
曾
郭
「也
。
又
云
。
却
標
二孝
悌
の
有
レ感
二通

　

神

一也
。
順
孫
。
謂
孝
子
伝
云
。
孝
孫
原
穀

〔穀
、
原
作
谷
、

今
従
上
文
乃
印
本
、
下
同
〕
者
楚
人
也
。
父
不
孝
之
甚
。
乃
厭

患
之
。
使
下
原
穀
作
レ輦
。
扛
二祖
父
一
送
中
山
中
抄
原
穀
復
将
レ輦
・

還
。
父
大
怒
日
。
何
故
将
二此
凶
物

一
還
。
穀
日
。
阿
父
後
老
復

棄
レ之
。
不
レ能
二更
作

一也
。
頑
父
悔

悟
。
更
往
二
山
中
}迎
レ
父

還
。
朝
夕
供
養
。
更
為
二
孝
子
の
此
乃
孝
孫
之
礼
也
。
於
レ是
閨

門
孝
養
。
上
下
无
レ怨
也
。
孝
孫
。
順
孫
。
其
別
若
為
。

一
種
。

　

　

文
異
義
同
。
桑
案
。
魏
徴
時
務
策
云
。

〔以
下
略
〕

右
の
、
令
集
解
本
文
の
引
用
関
係
を
確
認

し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、

a

「謂
。
高
柴

…

-
順
孫
也
」
は
、
令
義
解
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
b

「釈
云
。
高

…
-
順
孫
也
」

は
、
令
釈
の
引
用
で
あ
る
。

令
釈
は
、
「養
老
令
の
ま
と
ま

っ
た
注
釈
と
し
て
は
最
古

の
も
の
で

…
-
成
立
は
延
暦
六

〔七
八
七
〕
年
以
後
十

〔七
九

一
〕
年
ま
で
の

問

に
で
き
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う

…
…
令
義
解
の
説

に
は

令
釈

に
も
と
つ
く
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る

…
-
令
釈
の
最
大

の
特

色
は
、
中
国
の
古
典
を
あ
げ
故
事
を
か
か
げ

て
字
句

の
解
釈
を
施
し

て
い
る
点

に
あ
」
る
と
言
わ
れ
る

(井
上
光
貞
氏
前
掲
解
説
)。
さ

て
、

c

(「
*
礼
記
日
」)
以
下
、
d

(「呉
書
日
」)
、

e

(「孝
子
伝

日
」
)、
f

(「先
賢
伝
日
」)
、
9

(「雑
抄

日
」)
、
h

(「
又
」
以
下
)

ま
で
は
、
b
令
釈

に
対
す
る
書
き
入
れ
で
、
無
論
時
代
が
降
る
。
中

で
、

c

「礼
記
日
」
と
し
て
引
か
れ
る
高

子
皐
は
、
陽
明
本
、
船
橋

本
孝
子
伝
第
24
話
高
柴
と
関
わ
り
、

e

「孝

子
伝
日
」
は
、
さ
ら
に

下
に
記

さ
れ
た
後
述
、
P

「孝

子
伝

云
」

と
同
文

(或

い
は
、
類

文
)
で
、
た
め
に
「云
々
」
と
略
さ
れ
、
「在
レ
下
」
と
注
記
さ
れ
た
の
で
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あ
ろ
う
。
続
く
f

「先
賢
伝
日
」
は
、
目
下
の
所
、
他
に
類
説
を
見

な

い
原

穀
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
、
大
変
貴
重
で
あ
る
。

9

「雑

抄
」
の
劉
殷
も
、
孝
子
伝
に
こ
そ
姿
を
現
さ
な
い
が
、
魏

の
崔
鴻
の

十
六
国
春
秋
前
趙
録

(太
平
御
覧
四

一
一
所
引
)、
晋
書
八
十
八
列

伝
五
十

八
以
下
に
著
名
な
孝
子
で

(拙
著

『中
世
説
話

の
文
学
史
的

環
境

続
』
〈和
泉
書
院
、
平
成
7
年
>
1
三
3
参
照
)、
「雑
抄
」
の

資
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
、

一
考
を
要
す
る

(h
も
、
「雑
抄
」
の

引
用
で
あ
ろ
う
)
。
i

「穴
云
。
順
…

-
挙
進
耳
」
は
、
穴
記

の
引

用
で
あ

る
。
穴
記
は
、
コ

般

に
は
、
令
釈

・
跡
記
と
と
も
に
延
暦

期

の
注
釈
と
考
え
ら
れ
て
お
り
…

-
作
者
は
穴
太
氏
で
あ
り
、
明
法

博
士
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
」

(井
上
氏
前
掲
解
説
)
と
さ
れ

る
本
だ

が
、
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
井
上
氏
は
、
「
延
暦
期
に
お

く
べ
き

で
は
な
く
て
、
弘
仁

・
天
長
期

〔八

一
〇
1
八
三
三
〕

に
お

く
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
考
え
る
」

(前
掲
解
説
)
と
言
わ
れ
て
い

る
。
次

の
j

(「古
記
云
」
)
以
下
は
、
古
記
の
引
用
と
見
ら
れ
る
。

即
ち
、

ー

(「古

記
云
」
)
、
k

(「謂
孝
経
序
日
」
)、
1

(「韓
詩
外

伝

日
」)
、
m

(「格
後

勅

云
」)
、

n

(「
又
云
」
、
格
後

勅

で
あ

ろ

う
)
、

o

(「又
云
」
、
格
後
勅

で
あ
ろ
う
。
以
上
、
孝
子
の
注
)
、
P

(「謂
孝
子
伝
云
」、
順
孫
の
注
)
が
そ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
、

q

(「
桑
案
」
)
以
下
も
、
古
記
の
引
用
の
続
き
と
見
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
で
、

今
野
氏
の
取
り
上
げ
ら
れ
た

「令
集
解
引
用
孝
子
伝
」
と
は
、

上
述
古

記
の
引
用
中

に
見
え
る
P

〈「
謂
孝
子
伝
云
」)
の
孝
子
伝

の

こ
と
で
、
氏
は
そ
れ
を

「陽
明
本
と
同
系

の
孝
子
伝
と
見
て
間
違
い

な
」

い
と
判
定
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
念

の
た
め
、
令
集
解
所
引
の

孝
子
伝
と
陽
明
本
、
さ
ら
に
参
考
と
し
て
船
橋
本
孝
子
伝

の
三
者
を
、

並

べ
掲
げ

る

(返
り
点
等
を
施
し
、
船
橋

本

の
そ
れ
は
改
め
て
あ

る
)
。令

集
解

孝
孫
原
谷
者
楚

人
也
。
父
不
孝
之
甚

、
乃
厭
患
之
。
使
下
原
谷

作
レ輦
扛
二
祖
父
一送
中
山
中
抄
原
谷
復

将
レ輦
還
。
父
大
怒
日
、

何
故
将
二
此
凶
物
一還
。
谷
日
、
阿
父
後
老
復
棄
レ
之
、
不
レ能
二

更
作
}也
。
頑
父
悔
悟
、
更
往
二山
中

訥
迎
レ
父
還
。
朝
夕
供
養
、

更
為
二
孝
子
の
此
乃
孝
孫
之
礼
也
。
於
レ
是
閨
門
孝
養
、
上
下
无
レ

怨
也

陽
明
本

楚
人
、
孝
孫
原
谷
者
至
孝
也
。
其
父
不
孝
之
甚
、
乃
厭
二患
之
司

使
三
原
谷
作
レ輦
祖
父
送
二於
山
中
の
原

谷
復
将
レ
譽
還
。
父
大
怒

日
、
何
故
将
二
此
凶
物

一還
。
荅
日
、
阿
父
後
老
復
棄
レ之
、
不
レ

　　
　

能
二更
作
一也
。
頑
父
悔
レ惧
、
更
往
二
山
中
訥
迎
レ父
率
還
。
朝

夕
供
養
、
更
為
二孝
子
の
此
乃
孝
孫
之
礼
也
。
於
レ是
閨
門
孝
養
、

上
下
无
レ怨
也

船
橋
本

元
歎
孝
孫
原
谷
者
楚
人
也
。
其
父
不
孝
、
常
厭
二
父
之
不
ワ死
。
時
父

作
レ輦
入
レ父
、
与
二原
谷

一共
担
、
棄

二置
山
中

一還
レ家
。
原

谷
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走
還
、
賚
下
来
載
二祖
父
一輦
抄
呵
嘖
云
、
何
故
其
持
来
耶
。
原
谷

荅

云
、
人
子
老
父
棄
レ山
者
也
。
我
父
老
時
、
入
レ之
将
レ棄
。
不
レ

能
二
更
作
の
爰
父
思
二惟
之

一更
還
、
将
二祖

父
一帰
レ家
。
還
為
二

孝

子
の
惟
孝
孫
原
谷
之
方
便
也
。
挙
レ
世
聞
レ
之
。
善
哉
原
谷
、

救
二
祖
父
之
命
訥
又
救
二
父
之
二
世
罪
苦
の
可
レ謂
二
賢
人
}而
已

令
集
解

と
陽
明
本
と
を
較

べ
て
み
る
と
、
冒
頭
、

孝
孫
原
谷
者
楚
人
也

(令
集
解
)

楚
人
、
孝
孫
原
谷
者
至
孝
也

(陽
明
本
)

と
異
同
が
あ
り
、
こ
れ
は
、

孝
孫
原
谷
者
楚
人
也

(船
橋
本
)

と
す
る
船
橋
本

の
方
が
古
形
を
留
め
る
か
と
判
断
さ
れ
る
他
、
小
異

は
あ
る
も
の
の
両
者
は
酷
似
し
、
今
野
氏
が
、
「令
集
解
引
用
孝
子

伝
は
陽
明
本
系
と
同
系
の
孝
子
伝
と
見

て
問
違

い
な
」
い
と
さ
れ
た

判
定

の
正
し
さ
を
、
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
原
谷
譚
は
、

逸
名
孝

子
伝

(太
平
御
覧
五

一
九
所
引
、
原
穀
に
作
る
。
万
葉
代
匠

記
十
六
所
引

の
孝
子
伝

が
酷
似

す
る
)、
敦
煌
本
句
道
興
捜
神
記

ヘ

へ

(敦
煌

零

拾
所
収
本

〈
現
、
書
道
博
物
館
蔵
〉、
元
覚

に
作

る
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

P

・
五
五
四
五
は
元
穀
に
作
る
。
船
橋
本
頭
書
に
も
元
覚
と
あ
る
)

に
見
え

る
他
、
注
好
選
上

57

(船
橋
本
系
)、
竜
谷
大
学
本
言
泉
集

下
、
普

通
唱
導
集
下
末
、
内
外
因
縁
集
、
私
聚
百
因
縁
集
6

・
10
、

令
抄

(以
上
、
陽
明
本
系
)
等

に
も
見
え
、
元
覚
の
系
統
の
も
の
と

し
て
、
孝
行
録
前
章

17
、
三
綱
行
実

一
、
類
雑
集
5

・
38
、
東
大
本

孝
行
伝
六
な
ど
が
あ
り

(沙
石
集

3

・
6

に

「
元
啓
」
等
と
も
)、

ま
た
、
絵
画
資
料
と
し
て
、
後
漢
武
氏
祠
画
象
石

(銘

「孝
孫
父
」

「孝
孫
」
「孝
孫
祖
父
」
)、
後
漢
楽
浪
彩
篋

(「孝
孫
」
)、
ミ
ネ
ア
ポ

リ
ス
美
術
館
蔵
北
魏
石
棺

(「孝
孫
棄
父
深

山
」
)、
○

↓
°
L
o
o
旧

蔵
北
魏
石
床

(「孝
孫
父
不
孝
」
「孝
孫
父
譽
還
家
」
)、
カ
ン
サ
ス
市

ネ
ル
ソ
ン
美
術
館
蔵
北
斉
石
棺

(「孝
孫
原
穀
」
)、
同
上
蔵
北
斉
石

床
、
上
海
博
物
館
蔵
北
魏
石
床
な
ど
が
知

ら
れ

(長
廣
敏
雄
氏
編

『漢
代
画
象

の
研
究
』
〈中
央
公
論
美
術
出

版
、
昭
和
40
年
〉
二
部
、

同
氏

『六
朝
時
代
美
術

の
研
究
』
〈美
術
出

版
社
、
昭
和

44
年
〉
八

章
、
九
章
、
そ
の
他
に
詳
し
い
。
な
お
孝
子
伝

の
絵
画
資
料

の
参
考

文
献

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
重
華
外
伝
-
注
好
選
と
孝
子
伝
1
」

〈
『説
林
』
46
、
平
成

10
年
3
月
〉
の
注
⑨

を
参
照
さ
れ
た
い
)
、
さ

ら
に
内
蒙
古

ホ
リ

ン
ゴ

ル
、
後
漢
甎
室
壁

画
墓

の
中
室

(「孝
孫

父
」。
『文
物
』

一
九
七
四

・
一
等
)
、

一
九
七
七
年
洛
陽
出
土
、
北

魏
石
棺

(『考
古
』

一
九
八
〇

・
三
)
な
ど
を
加

え
得
る
が
、
そ
れ

ら
諸
資
料
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
も
、
陽
明
本
と
令
集
解
と
の
近

さ
は
動
か
な
い
。
今
野
氏
が
言
わ
れ
た
如
く
、
令
集
解
の
引
く
孝
子

伝

(原
谷
条
)
は
、
正
し
く
陽
明
本
系
と
断
じ
て
良

い
。

と
こ
ろ
で
、
今
野
氏
が
令
集
解
の
引
く
孝
子
伝

に
関
し
て
、

そ
れ
は
令
義
解
の
註

「原
穀
喩
父
迎
祖
」
に
対
す
る
直
本

の
釈

と
し
て
な
さ
れ
た

と
述

べ
ら
れ
た

「釈
」
と
い
う
の
は
、
前
掲
令
集
解

の
b
、
「釈
云
、
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高
柴
泣

レ血
三
年
之
類
、
所
謂
孝
子
也
。
原
穀
喩
レ父
迎
レ祖
、
是
所

謂
順
孫
也
」

の

「釈
」
を
指
す
よ
う
に
読
み
取
れ
る
の
だ
が
、
そ
う

で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の

「釈
」
は
直
本
の
釈
な
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
延
暦
期
の
令
釈

の
引
用
な

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
令
集
解
は
、
前

述
の
如

く
、

令
義
解

-
令
釈
-
穴
記
-
古
記

と
引
用

を
重
ね
て
行

っ
て
、
古
記
が
ま
た
さ
ら
に
、

古

記

(孝
経
序
-
韓
詩
外
伝
-
格
後
勅
…
孝
子
伝
ー
)

と
引
用
を
重
ね
、
問
題
と
な
る
孝
子
伝
は
、
そ
の
古
記

の
引
用
書

の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
古
記
は
、
「令
釈
等

の
注
釈
は
養
老

令

の
そ

れ
で
し
あ
る
の
に
対
し
、
「古
記
は
大
宝
令

の
注
釈
で
天
平

年
間

に
作
ら
れ
」、
「天
平
十

〔七
三
八
〕
年
ご
ろ
の
成
立
」
と
言
わ

れ
て
い
る

(井
上
氏
前
掲
解
説
)。
す
る
と
、
令
集
解
所
引
古
記

の

引
く
、
陽
明
本
系
孝
子
伝
本
文
の
我
が
国

へ
の
伝
来
は
、
驚
く

べ
き

こ
と
に
八
世
紀
前
半
、
天
平
十
年
以
前

の
こ
と
と
し
な
け
れ
ぼ
な
ら

な
い
。

こ
の
点
、
今
野
氏
が
、
令
集
解

の

現
在
有
力
視
さ
れ
て
い
る
貞
観
十

〔
八
六
八
〕
年
以
前
成
立
説

を

と
ら
ず
と
も
、
令
集
解
の
成
立
が
貞
観

・
元
慶
の
問

〔八
五

九

-
八
八
四
〕
で
あ
る
事
は
確
か
だ
か
ら
、
陽
明
本
系
孝
子
伝

が
九
世
紀
後
半
既

に
わ
が
国
に
存
在
し
た
事
は
疑

い
な
い

と
や
や
控
え
目
に
想
定
さ
れ
た
伝
来
時
期
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
そ

れ
を

一
世
紀
半
溯
ら
せ
、
八
世
紀
前
半
以
前
と
推
定
す
る
こ
と
が
出

来
る
。

し
か
し
、
令
集
解
所
引
の
古
記
に
見
え

る
陽
明
本
系
孝
子
伝
は
、

原
谷
の
条

の

一
例
、
即
ち
、
孤
例

に
留
ま
る
。
そ
の

一
例
を
以

っ
て

直
ち
に
、
四
十
五
条

に
及
ぶ
陽
明
本
系
孝

子
伝
自
体
の
舶
載
を
考
え

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
類
書
を
介
し
て
の
受
容
等
も
視
野
に
入
れ
、

今
後

の
課
題
と
し
て
、
聊
か
慎
重
を
期
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
は
言

え
、
陽
明
本
の
八
世
紀
前
半
以
前
に
伝
来

し
て
い
た
可
能
性
は
、
な

お
残
る
の
で
あ
り
、
そ
の
極
め
て
早

い
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
。

一

方
、
そ
の
可
能
性
は
翻

っ
て
、
今
日
に

一
本
の
み
伝
存
す
る
陽
明
本

の
、
図
り
知
れ
ぬ
価
値
と
い
う
も
の
を
、

私
達
に
改
め
て
想
起
さ
せ

る
。
原
谷
譚
に
関
し
て
は
、
西
野
貞
治
氏

に
、
万
葉
集
巻
十
六
、
竹

取
翁
歌

(三
七

一
九
)
の
典
拠
と
し
て
、
孝
子
伝
を
想
定
さ
れ
た
論

が
あ
り

(「竹
取
翁
歌
と
孝
子
伝
原
穀
説
話
」
、
『万
葉
』
14
、
昭
和

30
年
1
月
)
、
万
葉
人
が
孝
子
伝
を
手
に
す

る
こ
と
も
、
強
ち
に
あ

り
得
な

い
状
況
な
の
で
は
な
い
。

三
、
孟
宗
、
孟
姜
女

賦
役
令
、
孝
子
順
孫
条

の

「凡
孝
子
、
順
孫
」
に
続
き
、
そ
の
結

び
と
な
る

「有
二
精
誠
通
感

こ

の
令
集
解

の
本
文
に
も
、
孝
子
伝
に

関
連
す
る
問
題
が
幾

つ
か
認
め
ら
れ
る

(そ
も
そ
も
令

の

「有
二
精

誠
通
感

一」
の
文
言
が
、
孝
子
伝

〈陽
明
本

第
3
話
刑
渠

「精
誠
有
レ

感
」
等
〉
と
深
く
関
わ
る
。
或

い
は
、
令

の
表
現
は
孝
子
伝

に
拠
る
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か
)。

そ
こ
で
、
「有
二
精
誠
通
感
一」

に
対
す
る
令
集
解
の
こ
と
に
触

れ
て
お
き
た
い
。
左
に
、
「有
二精
誠
通
感
一」
の
令
集
解
を
掲
げ
る
。

　謂
。
孟
宗
泣
生
二
冬
笋
4
梁
妻
哭
崩
レ城
之
類
。
通
感

・
〔感
、

ト
ソ

　

義
解
此
下
有
也
字
〕
。
釈
云
。
賈
逵
注
国
語

日
。
精
明
也
。
精

猶
レ
善
也
。
仮
如
。
孟
宗
泣
而
笋
生
。
梁
妻
哭
崩
レ城
之
類
。
所

　

謂
通
感
。
楚
国
先
賢
伝
日
。
孟
宗
母
嗜
レ笋
。
及
二
母
亡
之
後
4

冬
節
将
レ
至
。
笋
猶
未
レ生
。
宗

入
二竹
園

哀
歎
之
。
而
笋
為
レ

　

之
出
也
。
得
二
以
供
ワ祭
。
至
孝
之
感
也
。
又
日
。
孟
仁
字
恭
武
。

江
夏
人
也
。
事
レ
母
至
孝
。
常
嗜
二笋
子
司
冬
月
未
レ抽
。
仁
執
レ

竹
泣
。
明
察
神
精
。
急
抽
二笋
子
の
故
日
。
冬
竹
雪
穿
。
応
二
至

誠
一而
秀
質
。
列
女
伝
日
。
斉
杞
國
圜

〔梁
殖
荘
公
、

拠
印
本
及
列
女
伝
補
〕
襲
レ菖
戦
而
死
。
其
妻
无
レ所
レ帰
。
乃

　

就
二於
城
下
「而
哭
之
七
日
城
崩
。
妻
遂
投
二
滔
水
一而
死
。
又
日
。

杞
梁
北
築
二長
城
一暇
遊
之
問
。
至
二班
孟
超
家
4
窃
登
二花
樹
4

樹

下
有
レ
池
。
超
女
是
貞
婦
也
。
杞
梁
樹
上
不
レ知
。
池
中
沐
浴
。

仰
見
二杞
梁
⑩
心
懐
二慚
愧

一ゆ
思
者
寧
終
二
一
身
司
誰
看
二再
夫
の

謂
二杞
梁

一云
。
妾
聞
。
婦

人
之
容
。
不
レ看
二
再
夫
の
公
見
二妾

容
司
更
無
二
余
心
の
未
レ遂
二
芳
期
4
杞
梁
圧
死
。
超
婦
呼
レ屍

一
　

啼

。
天
感
崩
ン城
。
故
日
。
誠
喚
二遊
霊
司
更
乗
崩
城
之
感
。
古

記

云
。
精
誠
通
感
者
。
劉
向
孝
子
図
日
。
郭
巨
。
河
内
温
人
。

其

家
富
。
父
没
分
二財

二
千
万
司
為
二
両
分
苅
与
二
両
弟
適
己
独

取

レ母
供
養
。
寄
二
住

〔住
、
原
作
任
、
今
従
宮
本
〕
隣
家
の
妻

産
レ男
。
慮
三
養
レ之

則

妨
二
供

養
の
乃

令
二妻

抱
ワ児
。
己

堀
レ

〔堀
、
与
掘
通
用
〕
地
欲
レ埋
二
之
於

土
中
適
得
二金

一
釜
の
上

有
二
鉄
券
一云
。
賜
二
孝
子
郭
巨
司
還
二宅

主
一不
二敢
受
の
遂
以
問
レ

官
。
々
依
二券
題
一還
レ巨
。
遂
得
レ養
レ
児
也
。
楚
国
先
賢
伝
日
。

孟
宗
母
生
時
嗜
レ筍
。
冬
節
将
レ至
。
筍

尚
未
レ生
。
宗
入
二
竹
林
一

　

哀
歎
。
而
筍
為
レ
之
出
。
供
レ祭
也
。
蔡
畠
列

〔列
、
原
作
別
、

拠
後
漢
書
改
〕
伝
日
、
畠
字
伯
階
。
性
篤
孝
。
母
卒
。
廬
二
乎

冢
側
の
動
静

以
レ礼
。
木
生
二連

理
一也
。
又
有
レ菟
。
馴
二
擾
其

室
傍

}也
。
王
韶
之
孝
子
伝

日
。
李

陶
。
交
趾
人
。
母
終
。
陶

居
二墓
側
4
躬
自
治
墓
。
群
巨
烏
銜
レ
塊
助
二成
墳
一也

令
集
解

の
引
用
関
係
は
、
ま
ず
、

a

「
謂
。
孟
宗

…
-
類
。
通
感
」

が
、
令
義
解
で
あ
る
。
次

い
で
、
b

(「釈

云
」
)
以
下
は
令
釈
の
引

用
と
な
り
、

c

(「賈
逵
注
国
語
日
」
)
、
d

(「楚
国
先
賢
伝
日
」
)、

e

(「又
日
」
、
楚
国
先
賢
伝

〈
の
異
伝
〉

で
あ
ろ
う
)
、
f

(「列
女

伝
日
」
)
、
g

(「又
日
」
、
列
女
伝

〈
の
異
伝
〉
で
あ
ろ
う
)
ま
で
、

令
釈
の
引
用
が
続
く
。
h

(「古
記
云
」)

か
ら
古
記
が
引
か
れ
、
i

(「劉
向
孝
子
図
日
」
)、
j

(「楚
国
先
賢

伝
日
」
)、
k

(「蔡
畠
列

伝
日
」
)、
1

(「王
韶
之
孝
子
伝
日
」
)
ま
で
が
、
そ
れ
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
「有
二精
誠
通
感
こ

の
令
集
解
は
、

　

ト
へ

　

　

　

ゴ

令
義
解

ー
令
釈

(賈
逵
注
国
語
-
楚
国
先
賢
伝
ー
同
上
-
列
女

　

　

エ

コ

セ　

伝
-
同
上
)
1
古
記

(劉
向
孝
子
図

ー
楚
国
先
賢
伝
-
蔡
琶
列

伝
-
王
韶
之
孝
子
伝
)
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と
い
う
引
用
の
関
係
で
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

右
の
令
集
解
に
お
い
て
、
ま
ず
孝
子
伝
と
関
わ
る
の
は
、
令
釈
に

「仮
如

、
孟
宗
泣
而
笋
生

…
-
所
謂
通
感
」

(義
解

で
は

「孟
宗
泣

生
二
冬
笋
一
…
…
通
感
」
)
と
言
う
孟
宗
譚

で
あ

る
。
孟
宗
譚
は
孝

子

伝
26
孟
仁

に
も
あ

っ
て

(孟
宗
は
、
三
国
呉
の
人
で
、
字
を
恭
武
、

本
名
を
宗
と
い
っ
た
が
、
呉
の
四
世
孫
皓
の
字
元
宗
を
避
け
、
仁
と

改
め
た

〈
三
国
志
呉
書
孫
皓
伝
、
裴
松
之
注
所
引
呉
録
〉
)
、
陽
明
本
、

船
橋
本

の
そ
れ
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

陽

明
本

孟
仁
字
恭
武
、
江
夏
人
也
。
事
レ
母
至
孝
。
母
好
食
レ笋
、
仁
常

懃
採
レ笋
供
レ
之
。
冬
月
笋
未
レ抽
、
仁
執
レ竹
而
泣
。
精
霊
有
レ

感
、
笋
為
レ之
生
。
乃
足
レ
供
レ
母
。
可
レ
謂
下孝
動
二神
霊
}感
中
斯

瑞
上也

船

橋
本

ま
ぽ

薙
)孟
仁
者
江
夏
人
也
。
事
レ母
至
孝
。
母
好
食
レ笋
、
仁
常
勤
供
養
。

冬
月
無
レ笋
。
仁
至
二竹
園
訥
執
レ竹
泣
。
而
精
誠
有
レ感
、
笋
為
レ

之
生
。
仁
採
供
レ
之
也

孝
子
伝

の
出
典
と
し
て
、
西
野
氏
は
晋

の
張
方
撰
、
楚
国
先
賢
伝

(太
平
御
覧
九
六
三
所
引
)
を
擬
さ
れ
た

(「
陽
明
本
孝
子
伝

の
性

格
並
に
清
家
本
と
の
関
係

に
つ
い
て
」
)
。
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

楚

国
先
賢
伝
日
、
孟
宗
字
恭
武
、
至
孝
。
母
好
食
二
竹
笋
訥
宗

入
二
林
中

一哀
号
。
方
レ冬
筍
為
レ
之
出
、
因
以
供
養
。
時
人
皆
以

為
二
孝
感
所
ジ致

例
え
ば
先
の
陽
明
本

に
較

べ

(或

い
は
、
船
橋
本
に
し
て
も
)
、
太

平
御
覧
九
六
三
所
引

の
楚
国
先
賢
伝
の
場
合
、
そ
の
直
接

の
出
典
と

見
る
に
は
、
文
章
的

に
少
し
遠

い
気
が
す

る
。
以
下
、
孝
子
伝
26
孟

仁
の
出
曲
ハの
問
題
に
つ
い
て
、
令
集
解
を

め
ぐ
り
聊
か
整
理
し
て
お

き
た

い
。
前
述
の
如
く
、
令
集
解

に
は
三
種

の
楚
国
先
賢
伝
が
録
さ

れ
る
。
そ
の
内
の
二
種
は
、
b

の
令
釈
に
引
用
さ
れ
た
d
、

e
が
そ

れ
に
当
た
り
、
残
る

一
種
は
h
の
古
記
に
引
用
さ
れ
た
・」
で
あ
る
。

古
記
が
古

い
の
で
便
宜
上
、
そ
の
三
種
を
再
度
、
ー
d

e
の
順
に
並

べ
掲
げ
る
。

楚
国
先
賢
伝
日
、
孟
宗
母
生
時
嗜
レ筍
。
冬
節
将
レ至
、
筍
尚
未
レ

生
。
宗
入
二竹
林

一哀
歎
、
而
筍
為
レ之
出
。
供
レ祭
也
。

　楚
国
先
賢
伝
日
、
孟
宗
母
嗜
レ笋
。
及
二
母
亡
之
後
訥
冬
節
将
レ

至
、
笋
猶
未
レ生
。
宗
入
二
竹
園

一哀
歎
之
、
而
笋
為
レ之
出
也
。

得
二
以
供
p祭
、
至
孝
之
感
也
。

　

又
日
、
孟
仁
字
恭
武
、
江
夏
人
也
。
事
レ母
至
孝
。
常
嗜
二
笋

子
謁
冬
月
未
抽
、
仁
執
レ竹
泣
。
明
察
神
精
、
急
抽
二笋
子
4
故

日
、
冬
竹
雪
穿
、
応
二至
誠

一而
秀
質

そ
れ
に
し
て
も
、
令
集
解
は
何
故
、
三
種
も
の
楚
国
先
賢
伝
を
、
し

か
も
同
じ
孟
宗

の
話
に
つ
い
て
、
引
用
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
散
逸
し

た
楚
国
先
賢
伝
に
は
、
様

々
な
形
の
テ
キ

ス
ト
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
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暫
く
そ
の
孟
宗
伝

の
形
を
窺

っ
て
み
る
と
、
三
国
志
呉
書
孫
皓
伝
、

裴
松
之

の
注
に
あ
る
も
の
が
古

い
。

楚
国
先
賢
伝
日
、
宗
母
嗜
レ筍
、
冬
節
将
レ
至
。
時
筍
尚
未
レ
生
、

宗

入
二竹
林
}哀
嘆
。
而
筍
為
レ之
出
、
得
二
以
供
ウ
母
。
皆
以
為
二

至
孝
之
所
ウ致
レ感

芸
文
類
聚
八
十
九
に
引
く
所
の
も
の
は
、
少
し
く
形
が
異
な
る
。

楚
国
先
賢
伝
日
、
孟
宗
母
嗜
レ筍
。
及
二母
亡
訥
冬
節
将
レ
至
。

筍
尚
未
レ生
、
宗
入
レ竹
哀
歎
。
而
筍
為
レ
之
出
、
得
二以
供
ウ祭
。

至
孝
之
感
也

芸
文
類
聚
に
お
い
て
は
、
「及
二
母
亡
一」
「祭
」
と
あ
る
の
で
、
孟
宗

の
母
は
死
亡
し
て
お
り
、
奇
跡

に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
筍
は
、
死
者

に

供
え
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
こ
の
系
統

の

も

の
に
逸
書
、
典
言
が
あ

る

(典
言

に

つ
い
て
は
、
東

野
治
之
氏

『遣
唐
使
と
正
倉
院
』
〈岩
波
書
店
、
平
成
4
年
〉
三
部

「
『典
言
』

の
成
立

と
受
容
」
参
照
)。

又

〔典
言
〕
云
、
孟
宗
母
嗜
レ笋
。
母
没
之
後
、
冬
節
将
レ至
。

笋
尚
未
レ生
、
宗
入
二
竹
園

】哀
歎
。
笋
為
レ
之
出
也

(三
教
指
帰

成
安
注
上
末
所
引
。
覚
明
注
は
楚
国
先
賢
伝
と
し
、
芸
文
類
聚

と
同
文
)

さ
ら
に
ま
た
、
母
親
を
継
母
と
す
る
も
の
も
存
し
、
白
氏
六
帖
七

・

七

「孟
宗
泣
而
冬
笋
出
」
の
注
に
、

孟
宗
後
母
好
レ笋
、
令
二宗
冬
月
求
ワ
之
。
宗
入
二竹
林

一慟
哭
、

笋
為
レ
之
出

と
あ
り
、
祖
庭
事
苑
五

「泣
竹
」
の
注
も
同
文
な
が
ら
興
味
深

い
こ

と
に
、
出
曲
ハを

「
見
二孝
子
伝
一」
と
記
す
。
す
る
と
、
呉
書
の
裴
松

之
注
所
引

の
楚
国
先
賢
伝
は
、
筍

の
奇
跡

を
、
母
の
存
命
中
の
出
来

事
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
気
付
く
。
と
こ
ろ
で
、
令
集
解
の

引
く
三
種

の
楚
国
先
賢
伝
の
内
、
古
記
所
引
の
ー
は
、
総
じ
て
呉
書

の
裴
松
之
注

の
も
の
に
近
い
が
、

孟
宗
母
生
時

…
-
供
レ祭
也

と
す
る

「生
時
」
「
祭
也
」
が
特
異
で
、
後
者
は
芸
文
類
聚

の

「得
二

以
供
7祭

…

-
也
」
と
共
通
す

る
。
古
記

の
・」
の
場
合
、
「生
時
」

「祭
」
の
二
箇
所
に
よ

っ
て
、
筍
の
奇
跡

の
起
き
る
の
は
、
母
の
死

後
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
推
測
出
来
る
の
だ
が
、
と
は
言
う
も

の
の
、

そ
れ
を
示
す
の
が

「祭
」

一
字
で
あ
る
点

、
或
る
意
味
で
分
か
り
に

く

い
資
料
と
な

っ
て
い
る
。
古
記
ー
に
比
し
、
母
の
死
後
で
あ
る
こ

と
を
明
言
す
る
の
が
、
令
釈
の
引
く
d
で
あ
る
。
d
に
は
、

及
二母
亡
之
後
[
…
…
得
二以
供
ワ祭

等
と
あ

っ
て
、
そ
れ
が
芸
文
類
聚
に
引
か
れ
た
系
統
の
、
母
の
死
を

明
記
す
る
楚
国
先
賢
伝

で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い

(東
大
寺
諷
誦

文
稿
91
行

「孟
仁
抜
二霜
笋

一奉
レ祖
」
も
、
お
そ
ら
く
同
じ
系
統
で

あ
る
)
。
そ
の
d
に
対
し
、
令
釈
の
続
け
て
引
く

e
は
、
筍

の
奇
跡

を
母
の
生
前
と
す
る
楚
国
先
賢
伝
で
、
呉
書

の
裴
松
之
注
、
太
平
御

覧
九
六
三

(ま
た
、
事
類
賦
二
十
四
等
)
所
引

の
そ
れ
や
孝
子
伝
と
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共
通
す

る
。
殊

に
注
目
す
べ
き
は
、
令
釈
の
引
く
e
が
、
孟
宗
を
孟

仁
と
呼

ぶ
の
を
始
め
、
陽
明
本
孝
子
伝
と
文
章
上
、
酷
似
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
令
釈

e
所
引
の
楚
国
先
賢
伝
は
、
陽
明
本
孝
子
伝
26

孟
仁
の
出
典
と
な

っ
た
そ
れ
と
繋
が
る
、

一
本
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
陽
明
本
と
令
釈

e
の
相
違
の
内
、

母
好
食
レ笋

(常
嗜
二
笋
子
一
く
e
V
)

に
つ
い
て
は
、
太
平
御
覧

に

「母
好
食
二竹
笋
一」
と
あ
り
、

笋
為
レ之
生

(急
抽
二
笋
子
一
〈
e
>
)
も
、
太
平
御
覧
、
呉
書
の

裴
松
之
注
に

「筍
為
レ之
出
」
と
見
え
、

乃
足
レ供
レ母

(
e
に
不
見
)

は
、
呉
書
の
裴
松
之
注

に

「得
二
以
供
ジ母
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
令

釈

e
に
引
く
楚
国
先
賢
伝
は
、
母
を
存
命
と
す
る
系
統
に
あ

っ
て
、

呉
書
の
裴
松
之
注
所
引

の
そ
れ
と
、
太
平
御
覧
所
引
の
そ
れ
と
の
間

に
位
置

す
る
テ
キ
ス
ト
の

一
本
だ
ろ
う
が
、
陽
明
本
孝
子
伝
も
、
そ

の
よ
う

な
楚
国
先
賢
伝
を
典
拠
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
令
集
解
が
三
種

の
楚
国
先
賢
伝
を
集
成
す
る
背
景
に
は
、
上
述

の
如
き
そ
の
意
味
的
な
分
岐
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
令
釈

の
引
く

一

本
は
は
し
な
く
も
、
孝
子
伝
の
出
典
を
示
唆
す
る
、
貴
重
な
逸
文
資

料
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
孟
宗
譚
の
原
拠
と
し
て
の
楚
国
先
賢
伝

に
お
け
る
、
例
え
ば
母
の
生
、
死
と
い
う
意
味
上
の
分
岐
は
、
後
世

の
孝
子
伝
の
受
容
、
展
開
に
際
し
て
も
、
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

も
の
と
見
ら
れ
、

吾

…

-
直
死

(注
好
選
上
50
)

ノ

ニ

ニ
シ
ナ
ム
ト
ス

母

…

-
老
乱
身

…

-
既
死

(今
昔
物
語
集
9

・
2
)

な
ど
の
解
釈
を
経
て
、
二
十
四
孝
系

に
至

り
、

母
年
老
病
篤

(全
相
二
十
四
孝
詩
選
)

と
い
う
形
が
定
着
す
る

(ま
た
、
例
え
ば
筍

の
本
数
に
関
す
る
そ
の

展
開
は
、
母
利
司
朗
氏

「竹
の
子
三
本
雪

の
中

ー
孝
子
孟
宗
譚
の
日

本
的
展
開
1
」
〈
『国
文
学
研
究
資
料
館
紀

要
』
12
、
昭
和
61
年

3

月
〉
に
詳
し

い
)。
さ
て
、
陽
明
本
孝
子
伝

26
孟
仁

の
、
古
代

に
お

け
る
流
布
を
物
語
る
資
料
も
存
す
る
。
三
教
指
帰
成
安
注

(寛
治
二

〈
一
〇
八
八
〉
年
序
、
長
承
二
、
三

〈
一

=
壬
二
、
四
〉
年
写
、
大

谷
大
学
蔵
)
で
あ
る
。
そ
の
上
本

「嚮
使
、
蛭
牙
公
子
、
若
能
移
二

翫
レ
悪
之
心
ハ
専
行
二孝
徳
訥
則
流
レ血
出
レ
瓮
、
抽
レ笋
躍
レ魚
之
感
、

軼
二
孟
丁
之
輩
訥
馳
二蒸
蒸
美

一」
注

に
、
次

の
よ
う
な
孝
子
伝

の
引

用
が
見
え
る
。

孝
子
伝
云
、
孟
仁
字
恭
武
、
江
夏
人
也
。
事
レ
母
至
孝
。
母
好

　　
　

食
レ笋
、
仁
常
勤
供
レ之
。
冬
月
未
レ
抽
、
仁
執
レ竹
泣
。
精
霊
有
レ

感
、
為
笋
之
生
出
也

三
教
指
帰
成
安
注

の
引
く
孝
子
伝
は
、
殆

ど
陽
明
本
そ
の
も
の
と
言

っ
て
良
く

(覚
明
注
に
も
)、
例
え
ぼ
令
釈

e
の
楚
国
先
賢
伝

に
は

欠
け
て
い
た
、
陽
明
本

の

「仁
常
懃
採
レ笋

供
レ之
」
や

「精
霊
有
レ

感
、
笋
為
レ之
生
」
が
備
わ

っ
て
い
る
こ
と

に
注
意
さ
れ
よ
う
。
三
教

指
帰
成
安
注
に
は
、
孟
仁
を
含
め
六
箇
所
程
、
孝
子
伝
の
引
用
が
あ
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っ
て
、
別
途

の
考
証
を
要
す
る
が

(前
掲
拙
稿

「重
華
外
伝

i
注
好

選
と
孝
子
伝
ー
」
参
照
)
、
と
も
あ
れ
、
孟
仁

に
関
し
陽
明
本
系
孝

子
伝

の
、
十

一
世
紀
を
溯
る
受
容
、
流
布
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来

る
。令

集
解
は
、
令
釈
の
f
で
列
女
伝

の
引
用
に
移
る
。
令
釈
f
は
、

劉
向

の
列
女
伝
四
、
貞
順
8
斉
杞
梁
妻
を
引
い
た
も
の
で
あ
る

(三

綱
行
実
三
等
に
も
見
え
る
)。
と
こ
ろ
が
、

g

(「又
日
」)
も
、
同

じ
列

女
伝
の
引
用
と
考
え
ら
れ
る
に
関
わ
ら
ず
、
現
行
の
列
女
伝

に

は
そ
れ
が
見
当
た
ら
な

い
。
実
は
9
は
、
列
女
伝
の
重
要
な
逸
文
ら

し
く
、
以
下
、
簡
単
に
そ
の
こ
と
を
述

べ
て
お
く
。
敦
煌
出
土
P

・

五
〇

三
九
の
孟
姜
女
変
文
及
び
、
そ
の
説
話
に
つ
い
て
は
、
従
来
研

究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
飯
倉
照
平
氏

「
孟
姜
女
に
つ
い
て
ー
あ
る
中

国
民
話

の
変
遷
1
」
(『文
学
』
26

・
8
、
昭
和
33
年
8
月
)、
「
孟
姜

女
民
話

の
原
型
」

(『人
文
学
報
』
25
、
東
京
都
立
大
学
人
文
学
会
、

昭
和

36
年
3
月
)
、
小
川
陽

一
氏

「
孟
姜
女
変
文

の
成
立
に
つ
い
て
」

(『文
化
』
25

・
1
、
昭
和
36
年
3
月
)、
川

口
久
雄
氏

「敦
煌
変
文

の
素
材
と
日
本
文
学
ー
孟
姜
女
説
話
と
記
紀
神
話
1
」

(『金
沢
大
学

法
文

学
部
論
集

(文
学
篇
)
』
13
、
昭
和

41
年

1
月
)
な
ど
に
そ
の

軌
跡

は
詳
し
い
。
中
で
、
例
え
ば
小
川
氏
は
、
「唐
代

に
い
た

っ
て

「孟
姜
女
変
文
」
と
な
る
」
「現
在

に
い
た
る
ま
で
継
承
さ
れ
つ
づ

け
て
来
た
有
名
な
説
話

の

一
つ
で
孟
姜
女
説
話
が
、
完
全
に
成
立
し

た
の
は
…
…

「孟
姜
女
変
文
」
に
於

て
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と

し
て
、
「そ
の
成
立
過
程
を
あ
と
づ
け
」
、
春
秋
左
氏
伝
や
列
女
伝
を

検
討
し
て
、
「孟
姜
女
説
話

の
原
型
は
前

漢
末

に
す
で
に
で
き
上

っ

て
い
た
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
「「
瑪
玉
集
」

一
二
感
応

篇
第
四
に

「春
秋
に
出
ず
」
と
し
て
杞
梁

の
妻

の
故
事
を
引

い
た
後

に
、

つ
づ
け
て

コ

に
云
う
」
と
し
て

「同
賢
記
」
な
る
書
を
引
い

て
い
る
」
こ
と
と
、
「「文
選
集
注
」
七
三
下
の
曹
子
建
の

「求
通
親

親
表
」
注
に
杞
梁
の
妻
の
故
事
二
つ
を
引
く
が
、

一
つ
は
劉
向

「列

女
伝
」
で
あ
り
、
も
う

一
つ
の

「列
女
伝
」
の
記
載
は

「同
賢
記
」

と
ほ
ぼ
同
じ

い
。
人
物
を
杞
梁
、
孟
姿
と
し
、
滴

っ
た
涙
が
血
に
変

じ
た
こ
と
に
よ

っ
て
夫
の
骨
を
識
別
す
る
と
い
う
程
度

の
ち
が
い
で

あ
る
」
こ
と
を
上
げ
、
「「
同
賢
記
」
の
説

話
は
お
そ
く
と
も
六
朝
末

ご
ろ
に
は
で
き
上

っ
て
い
た
も
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
」
と

し
て
、
「
こ
こ
に
至

っ
て
孟
姜
女
伝
説
は

ほ
ぼ
完
成
し
、
素
材

の
上

か
ら
も
、
扱

い
方
か
ら
も
、
以
前
の
説
話

と
は
こ
と
な

っ
た
新
し
い

局
面
を
展
開
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
珊
玉
集
所

引
同
賢
記
、
文
選
集
注
所
引
列
女
伝
が
、
令
集
解
令
釈
9
所
引
の
列

女
伝
と
深
く
関
わ
る
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
令
釈
、
珊
玉
集
、

文
選
集
注
三
者
を
並
べ
掲
げ
て
お
く
。

令
集
解
令
釈

又
日
、
杞
梁
北
築
二長
城
一暇
遊
之
間
、
至
二班
孟
超
家
司
窃
登
二

花
樹
訥
樹
下
有
レ池
。
超
女
是
貞
婦
也

。
杞
梁
樹
上
不
レ知
、
池

中
沐
浴
。
仰
見
二杞
梁
ハ
心
懐
二慚
愧
司
思
者
寧
終
二
一
身
ハ
誰
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看
二
再
夫
4
謂
二杞
梁

一云
、
妾
聞
、
婦
人
之
容
、
不
レ看
二再
夫
の

公
見
二妾
容
訥
更
無
二余
心
苅
未
レ遂
二
芳
期
訥
杞
梁
圧
死
。
超
婦

呼

レ屍

一
啼
、
天
感
崩
レ
城
。
故
日
、
誠
喚
二
遊
霊
訥
更
乗
崩
城

之
感

珊
玉
集

一
云
、
杞
良
、
秦
始
皇
時
、
北
築
二長
城
訥
避
レ苦
逃
走
、
因
入
二

　　
　

孟
超
後
園
樹
上
謁
超
女
仲
姿
浴
二於
池
中
訥
仰
見
二
杞
良

一而
喚
レ

之
。
問
日
、
君
是
何
人
、
因
レ何
在
レ此
。
対
日
、
吾
姓
杞
名
良
、

是
燕
人
也
。
但
以
レ従
レ役
而
築
二
長
城
訥
不
レ堪
二
辛
苦
訥
遂
逃
二

於

此
の
仲
姿
日
、
請
為
二
君
妻
司
良
日
、
娘
子
生
二於
長
者
ハ
処

在

二深
宮
訥
容
皃
艶
麗
、
焉
為
二
役
人
之
匹
の
仲
姿
日
、
女
人
之

体

、
不
レ
得
三
再
見
二
丈
夫
の
君
勿
レ辞
也
。
遂
以
レ
状
陳
レ父
、
而

父
許
レ
之
。
夫
婦
礼
畢
、
良
往
二作
所
4
主
曲
ハ怒
二
其
逃
走

一、
乃

　　
　

打
二殺
之
訥
井
二築
城
内
の
超
不
レ知
レ死
、
遣
レ僕
欲
二
往
代
ワ之
、

聞
三良
已
死
井
二
築
城
中
司
仲
姿
既
知
、
悲
哽
而
往
、
向
レ城
号

哭
。
其
城
当
面
、

一
時
崩

倒
。
死
人
白
骨
交
横
、
莫
レ知
二
孰

是
の
仲
姿
乃
刺
レ指
、
血
以
樋
二
白
骨
一去
。
若
是
杞
良
骨
者
血

可
二流

入
司
即
瀝
レ血
、
果
至
二良
骸
訥
血
徑
流
入
。
使
二
将
帰

一

葬
レ
之
也
。
出
二同
賢
記
一

文
選
集
注

列
女
伝
云
、
孟
姿
囗

未
レ
嫁
、
居
近
二長
城
4
杞
[
口

日

]
避
二役
此
孟
姿
後
園
池
訥
上
レ樹
水
間
蔵
。
姿
在
レ
下
遊
戯
。

於
二
水
中

}見
二
人
影
訥
反
レ上
見
レ之
。

乃
日
、
請
為
二夫
妻
の
梁

日
、
見
レ宛
レ
役
為
レ卒
、
避
二役
於
此
の
不
三
敢
望
二貴

人
相
采

}

也
。
姿
日
、
婦
人
不
二
再
見
ハ
今
君
見
妾
[
口
H
H
目

]
更
口

酒
食
訥
往
収
二
其
骸

骨
訥
至
二
城
下

一問
二
尸
首
の
乃
見
三
城
人
之

築
在
二
城
中
訥
遂
向
二
所
レ築
之
城
【哭
、
城
遂
為
レ
之
崩
。
城
中

骨
乱
、
不
レ可
レ識
レ之
。
乃
涙
点
レ
之
変
成
レ血

(京
都
帝
国
大

学
文
学
部
景
印
旧
鈔
本
四
輯

〈京
都
帝
国
大
学
文
学
部
、
昭
和

10
年
〉
に
拠
る
)

三
者
を

一
見
す
れ
ば
、
令
集
解
令
釈
所
引

の
列
女
伝
は
、
瑪
玉
集
や

文
選
集
注
を
引

い
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
、
即
ち
、
文
選

集
注
と
同
系
の
、
未
紹
介
の
列
女
伝
の
逸

文
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
加
え
て
、
そ
れ
は
令
釈
に
引
か
れ
る
点
か
ら
、
延
暦
期
を
湖

る
資
料
な
の
で
あ

っ
て
、
孟
姜
女
説
話

の
研
究
上
、
今
後
注
目
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
令
集
解
は
h
か
ら
古
記
の
引
用
と
な
る
。
i
は
劉
向
孝
子

図
、
郭
巨
譚
の
引
用
で
、
同
じ
逸
文
が
法
苑
珠
林
四
十
九

(「出
二
劉

向
孝
子
伝
一」
)
、
太
平
御
覧
四

=

な
ど

に
見
え
、
古
記
所
引
の
そ

れ
は
や
や
簡
略
な
部
分
が
あ
る
。
ー

に
は
前
述
楚
国
先
賢
伝
、
k
に

は
後
漢
書
蔡
琶
伝
が
引
か
れ
て
い
る
。
最
後
に
ー
は
王
韶
之
孝
子
伝
、

李
陶
譚
の
引
用
で
、
同
じ
逸
文
は
芸
文
類
聚
九
十
二
見
え
る
が
、
や

は
り
や
や
簡
略
で
あ
る
。



律
令

及
び
、
そ
の
注
釈
書

に
は
難
解
な
面
が
多

い
。
孝
子
伝
と
の

関
わ
り

に
お
い
て
、
例
え
ば
徳
田
進
氏
は
か

つ
て
、

令
義
解
所
収

の
孝
子
譚
は
、
個
々
と
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
出
典

に
湖
れ
る
も
の
の
、
総
体
と
し
て
は
、
温
公
家
範
か
ら
引
用
し

た
形
跡
が
濃

い
か
ら
、
陽
明
文
庫
本
か
ら
取

っ
た
も
の
と
は
思

わ
れ
な

い
。
と
こ
ろ
で
令
義
解
の
成
立
は
、
淳
和
天
皇
天
長
十

年

二
月
十
五
日
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
〔陽
明
本
は
〕
少
な

く
と
も
こ
れ
以
後

の
渡
来
で
あ
ろ
う

と
述

べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る

(『孝
子
説
話
集

の
研
究
-
二
十
四
孝

を
中
心

に
ー
』
〈
井
上
童
旦
房
、
昭
和
38
年
〉
序
論
四
章

二
の

一
)。
令

義
解
と
温
公
家
範
と
の
関
係
は
、
司
馬
光

(
一
〇

一
九
ー

一
〇
八
六
。

温
公
は
そ
の
位
号
)

の
著
作
で
あ
る
温
公
家
範
を
、
天
長
十

(八
三

三
)
年
成
立
の
令
義
解
が
引
用
す
る
筈
は
な

い
か
ら
、
何
ら
か
の
誤

解
が
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
令
義
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成

立
こ
そ
義
解
よ
り
降
る
も
の
の
、
ま
ず
令
集
解

(所
引
の
令
釈
)
と

の
関
わ

り
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
従

っ
て
、
徳
田
氏

の
陽
明
本
天
長
以
後
渡
来
説
も
、
そ
の
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

陽
明
本
、
船
橋
本
孝
子
伝

の
成
立
、
流
布
の
問
題
は
、
な
お
今
後
の

検
討
の
積
み
重
ね
を
必
要
と
す
る
。

付
記

小
稿
を
な
す
に
当
た
り
、
東
野
治
之
氏
よ
り
種
々
御
教
示
を
賜
っ
た
。

心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

99令 集解 の引 く孝 子伝 について


